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１ はじめに 

 

（１） 戦略策定の趣旨 

「近江牛」は、歴史と伝統を誇る日本最初のブランド牛で、“日本三大和牛”

の一角にも数えられており、永年にわたり、近江商人の、”売り手よし”、”買い

手よし”、”世間よし”の「三方よし」精神に基づき、ブランドを築き上げてき

た。しかしながら、各種調査報告等によれば、神戸牛、松阪牛とはブランド力

に開きがあることに加え、近年は、全国的にブランド牛が乱立し、産地間競争

は厳しさを増している状況である。 

また、高齢化の進行や人口減少などの社会背景、食品の安全・安心に対する

意識向上、赤身肉指向による販売対象の多様化など、牛肉を取り巻く社会情勢

は刻一刻と変化している。 

さらに、平成 28 年 2 月には TPP（環太平洋パートナーシップ協定）交渉の最

終合意がなされ、輸入牛肉の流通量増加が予想されるなど、牛肉全体の需給構

造の大きな変化が危惧されている。 

こうした中、産地間競争に打ち勝ち、国内外へ向けて「近江牛」の販売拡大

を行っていくためには、更なる差別化のための取組が必要である。 

そのための方策として、今後の「近江牛」のブランド振興の基軸となる『「近

江牛」ブランド・販売戦略』を策定し、関係者共通認識のもと、他産業とも連

携し、関係団体・行政の一体的かつ戦略的な取組を進めることとする。 

 

（２） 戦略策定の目的 

この戦略は、「近江牛」のブランド高揚を図り、有利販売を目指すものである

が、それにとどまらず、県を代表するブランドのトップランナーとして、商業

や観光業なども含めた「滋賀」の地域ブランド力全体の向上につなげることを

目的とする。 

 

（３） 戦略の位置づけ 

「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」、「滋賀県農業・水産業基

本計画」、「しがの農畜水産物マーケティング戦略」、「滋賀県農畜水産物輸出戦

略」、「滋賀県酪農・肉用牛生産近代化計画書」と関連付けて本戦略を進める。 

 

（４） 戦略の進め方 

この戦略の推進年次は平成 32 年度までと設定する。戦略のターゲットは、外

国人を含む国内外の全ての消費者とし、「ブランド戦略」「PR 販売戦略」の２点
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から推進を図ることとする。 

 

（５）戦略を進めるに当たっての県の役割 

県は、生産者が安定生産に取り組みやすく、また、販売・流通業者が販売・

流通しやすいような環境を整えることを第一の役割とし、そのための支援・コ

ーディネートを行う。 

 

２ 「ブランド振興」における現状と課題 

 

（１）現状 

①「近江牛」ブランドの評価 

銘柄牛肉数は全国的に増加の一途をたどっており、産地間競争は激しさを 

増している。「近江牛」について、平成 27 年 3 月に実施した「滋賀の農畜水

産物に関する首都圏・京阪神におけるイメージ調査」によれば、首都圏で

78％、京阪神で 86％と、農畜産物の中でも圧倒的な認知度があり、一定の

知名度は保有している。一方で、京都大学教授が実施したアンケート調査結

果によれば、“食べてみたいブランド牛肉”として、「近江牛」は松阪牛（53％）、

神戸牛（17％）に次ぐ第 3 位（7％）であるが、上位２ブランドとは人気に

開きがあるのが現状である。 

 

＜銘柄牛肉数の推移＞    ※銘柄牛肉ハンドブック（(株)食肉通信社） 

 H11 H15 H17 H21 H23 H25 H27 

掲載数 139 189 229 250 300 321 328 

＜H27 銘柄牛数の状況＞ 
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②県民および生産・流通関係者の評価 

平成 26 年度に実施した県民へのアンケート調査の結果、「近江牛は高級

なもの」「赤身指向」「国産飼料を給与した牛肉への高評価」との意見が多

くあった。また、平成 27 年 6 月～7 月に実施した関係団体との意見交換に

おいては、「近江牛の特徴が弱く、取引先に聞かれても答えられない」「他

ブランドと差別化するためのストーリーをつくるべき」という意見が多数あ

った。現行の定義については、「定義の見直しも必要ではないか」「今の近

江牛の定義のままではブランド発信としては弱い。細分化することも必要で

は」との意見があった一方で、「定義を厳しくすると、困る人も出てくる。」

との意見もあった。 

 〈「近江牛」の定義〉（平成 17 年 12 月 知事より宣言） 

【豊かな自然環境と水に恵まれた滋賀県内で 

最も長く飼育された黒毛和種】 

  

③「近江牛」の品質 

   昨年度、滋賀食肉市場で取引された「近江牛」1,499 頭について、悪玉 

コレステロールを抑制するなどの健康効果、また牛肉のおいしさに関与して 

いるといわれているオレイン酸値を測定したところ、全体のオレイン酸の平 

均含有量は 56.6%（雌 57.1％、去勢 55.4％）で、格付別では、3 規格が最も 

多く、以下、4、5，2 規格の順であった。数値についてはまだ不明な点は多 

く、また測定部位によって値は異なるため、一概には判断できないものの、 

他のブランド牛がプレミアム牛肉として認定している 55％を平均で大きく 

上回っている。またオレイン酸を含む一価不飽和脂肪酸は脂肪の融点が低い 

ことが分かっており、近江牛の特徴とされている口溶けや香りの良さにつな 

がっていると思われる。 

なお、一方、枝肉成績については、いわゆる上物率（牛枝肉取引規格（公 

益社団法人日本食肉格付協会）による 4 規格以上率）は全国平均を上回っ

ており、脂肪交雑面でも優れている。 
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＜平成 26 年枝肉格付成績の比較＞     ※日本食肉格付協会データより  

  

枝肉格付成績（％） 項目数値  

5 4 3 以下  4 以上率  
枝肉重量  

（kg) 

ロース芯  

面積(㎠) 

バラ厚

(cm) 

皮下脂肪

厚(cm) 
歩留値  

滋賀県  27.9 50.8 21.3 78.7 504.2 58.6 7.9 2.6 73.7 

全国  28 44.4 27.6 72.4 483.8 58.6 7.9 2.4 74.1 

 

④歴史と伝統 

「近江牛」の大きな特徴として、他のブランド牛にはない「歴史」の重みが

ある。江戸時代から、彦根藩で牛肉を食してきた記録があり、明治時代から昭

和・平成に至るまで連綿と肉牛生産が継続され、東京および地元・滋賀を中心

に牛肉流通がなされてきた。なお、昭和 26 年に、日本で初めてブランド牛を振

興する団体「近江肉牛協会」が設立され、“日本最初のブランド牛”といえる。 

⑤地域と結びついた“安全・安心”な生産 

 水田率全国第 2 位、という滋賀県の特性を活かし、県産稲わらの利用率が高 

い（約 70％）など、地域と結びついた生産がされているという特徴、さらには 

HACCP 方式による滋賀食肉センターでの食肉処理による安全・安心な「近江牛」 

の流通という特徴がある。また、もう一方の流通先である東京芝浦と場におい 

ても、と畜解体作業では、HACCP の管理基準に対応したと畜解体業務がなされて 

いる。 

 

（２）課題 

 上位 2 ブランド牛との差の要因の一つとして、定義の範囲が広いこと、特徴

が客観的に明確ではないことなどが考えられ、「近江牛」の特徴を、関係者共通

認識のもとに明確化することや、定義の在り方に関する検討を行うことが課題

40
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５ ４ ３ ２ 
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である。 

 

【ブランド振興部門の課題】 

 ◇三大ブランド牛の一つではあるものの、上位 2 ブランドとはブランド 

  力に開きがある。 

 ◇「近江牛」の特徴の、関係者共通認識のもとの明確化 

◇定義の在り方に関する検討 

 

 

３ 「ＰＲ・販売」における現状と課題 

 

（１）現状 

「近江牛」の販売については、東京を中心とした首都圏に対しては近江肉 

牛協会が、県内に対しては「近江牛」生産流通推進協議会が主体となり指定 

店制度を実施している。また、PR 活動については、主として各々の団体が個々 

に取り組んでいる状況である。なお、東京への出荷頭数は減少傾向（平成 23

年：510 頭→平成 26 年：364 頭）である。 

一方、牛肉の輸出については、滋賀食肉センターはマカオ、タイ、シンガ

ポール、フィリピン、ベトナムおよびミャンマーの 6 か国・地域の輸出施設

認定を取得するなど、近江牛の中核的な輸出拠点として機能しており、輸出

実績においても、平成 22 年の輸出開始から着実に実績を伸ばしている。 

 

（２）課題 

・「近江牛」全体の PR 不足、露出度が少ない。 

・一元的な PR 推進体制の整備。 

・「安全・安心」な近江牛の流通のための、滋賀食肉センターへの集畜頭数 

の確保。 

・全国のブランド発信拠点である東京への「定時・定量・定質」出荷。 

・輸出については、現在前述の 6 か国・地域に加えた、新たな輸出認定の取

得に関しては、新たな費用負担の発生という課題がある。 
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【近江肉牛協会】 

 ・近江牛のブランド普及を目的として昭和 26 年に設立。 

 ・以降、60 余年にわたり東京への「近江牛」の定時・定量・定質出荷に努 

  め、三大銘柄牛の一つとして東京を中心にブランドを確立してきた歴史 

ある団体 

 ＜会員構成＞ 

    県内 46 名 正会員（流通・販売業者）、生産会員 

県外 45 名 正会員（流通・販売業者）   （H27．10 月時点） 

  

【「近江牛」生産流通推進協議会】 

 ・平成 19 年に県内で近江牛の生産・流通・販売に関する 10 団体で構成、 

設立された。 

 ・高品質な近江牛について認証制度を実施するとともに、県内を中心に 

「近江牛」指定店登録制度を実施している。 

＜指定店舗数＞ 

  県内 172 店舗、県外 41 店舗 計 213 店舗  （H27．3 月末時点） 

 

＜参考＞他ブランド牛の状況 

 推進団体 店舗数 備考 

神戸牛 神戸肉流通推進協議会 220 H24.7 時点 

松阪牛 松阪肉牛協会 248 H24 年度 

 

【ＰＲ・流通部門の課題】 

 ◇ＰＲ・販促活動の強化 

◇東京への出荷量の確保 

◇新たな輸出対応に関する検討 

 

４ 「生産」における現状と課題 

 

（１） 現状 

「近江牛」となる黒毛和種の肥育牛の頭数については、平成 20 年の 10,116 

頭から平成 26 年は 12,165 頭と、微増傾向にある。滋賀県は、元来、「肥育主 

体県」であり、良質な素牛を県外から集畜、匠の技術により肥育し、「近江 

牛」として出荷してきた。その一方で、安定した生産基盤を確保する観点か 
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ら、黒毛和種子牛を生産する繁殖雌牛についても、県主導で増頭対策に取り組

んでいる。しかしながら、繁殖雌牛の飼養頭数は平成 20 年の 1,097 頭から、平

成 26 年は 1,200 頭と、ほぼ横ばいで推移しており、平成 26 年の黒毛和種子牛

出生頭数は 970 頭余り（（独）家畜改良センター牛個体識別情報）で、「近江牛」

の推定出荷頭数 7,000 頭のうちに占める割合、いわゆる素牛自給率は約 14％と、

約 86％は今もなお県外からの導入に頼っている状況である。 

 また、県外の黒毛和種子牛の取引価格は、農林水産省が四半期毎に公表し 

ている平均売買価格で見れば、平成 20 年第 4 四半期が 368,800 円であったが、 

平成 27 年第 1 四半期は 645,400 円と 276,600 円上昇している。 

 なお、肉用牛の飼養戸数については、他の畜種同様、経営者の高齢化等によ

り減少傾向である。 

 

（２）課題 

肥育牛の生産費のうち、子牛購入費が約 50％を占めることから、多くの子牛 

を県外からの購入に頼っている肥育農家への影響は極めて大きく、生産と導入

のバランスのとれた、安定した生産基盤の確保が課題となっている。 

「定時・定量・定質」出荷を確保することが、ブランドの維持・拡大につなが

ることから、生産者の経営基盤の安定化および生産頭数の拡大に向けた生産構

造の転換が課題である。 

一方、平成 27 年の県政世論調査では、3 割強の消費者が、商品やサービスを

選ぶ際に価格以外に「安全・安心」を重視していることから、「安全・安心な近

江牛の生産」に関して、客観的に認められる生産管理体制の確立も求められる。 

 

【生産部門の課題】 

 ◇生産と導入のバランスのとれた、安定した生産基盤の確立 

 ◇「安全・安心な近江牛」の客観的に認められる生産管理体制の確立 

 

５ 今後の戦略軸 

 

（１）ブランド戦略    

①目指すべき姿 

・「近江牛」の特徴が、共通認識のもと、明確化されている。 

・「近江牛」の特徴が他ブランドと差別化され、ブランド力・知名度が上昇

している。 

・本県のトップブランドとして、滋賀の多くのブランドを牽引する存在と
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なっている。 

②そのための方策 

◆「近江牛」特徴の明確化 

２の（１）で記したとおり、「近江牛」の特徴として、「歴史と伝統」、「高

品質」、そして「安全・安心」があげられる。今後は、この 3 点について、

「近江牛」のコンセプトとして関係者の認識の共通化を図っていく。 

◆ブランドの磨き上げ 

さらに「近江牛」ブランドを磨き上げるため、地理的表示（GI）保護制度

への登録を目指す。 

  ◆定義の在り方の検討 

現行基準の細分化など、「近江牛」の定義の見直しについて、関係団体と

検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＰＲ・販売戦略    

①目指すべき姿 

・「近江牛」の魅力が広く県内外に、更に海外へ発信され、販売促進されて

いる。 

  ・県内においては、県民のアイデンティティとして、また観光客呼び込み

の代表食材となり、国内外の観光客来県につながっている。 

  ・消費者ニーズに対応した販売がなされている。 

  ・近江牛を核として、他の食材とセットで滋賀のおいしさを PR している。 

近江牛のコンセプト 

●歴史と伝統    

江戸時代から連綿と続く歴史があるとともに、ブランド牛肉として全

国の先駆けであり、匠の飼養技術による良質な生産が続けられてきた。 

●高品質     

・霜降り度合が高く、脂の口溶けがよい。 

●安全・安心    

多くの川が琵琶湖に向けて流れ込む豊かな自然環境の中、水田を

中心に穀倉地帯が形成され、地域の稲わらや麦など、地域農業と結

びついた「安全・安心」な牛肉生産がなされている。 
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 ②そのための方策 

明確化したコンセプトに基づく PR 活動を実施する。  

   ◆消費者ニーズに呼応した販売戦略 

消費者ニーズが多様化していることから動向を注視するとともに、脂肪

交雑度合いにかかわらず、流通・販売業者が特徴を演出して販売する。   

◆他業種との連携による「近江牛」の PR への取組 

・京阪神および中部地区に近接していることから、大手ホテルや旅行会 

社と連携し、観光客を呼び込み、県内で食してもらえるような機会の 

増加など、「近江牛」の魅力を伝える取組を進める。 

・ホームページやパンフレットについて、多言語対応とするなど、イン

バウンド対応を強化する。 

・主要駅での「近江牛」看板設置など、露出度向上に取り組むとともに、

企業・観光・交通と連携した近江牛販促活動を実施する。 

・県外において販売促進を推進するとともに、企業と連携しコンセプト

と合致した新商品の開発に取り組む。 

◆県外への流通量増加 

   ・生産基盤の拡大を進めることにより、東京への定時・定量・定質出荷

に取むとともに、首都圏を含めた県外での取扱い店舗増加を図る。 

・料理人等を対象とした試食会やセミナーなど販売促進のためのイベン 

トや、商談会への積極的な参加を通じ、取扱い店舗の増加に取り組む。 

◆PR 推進体制の強化 

「近江牛」のＰＲ活動や啓発活動を一元的に実施する組織の再構築に取り

組む。 

  ◆輸出 

  ・人口減少を見据え、海外についても今後はマーケットとして確保する

ことは重要であり、「滋賀県農畜水産物輸出戦略」に基づき、既認定国

に対しては、現地プロモーションの実施等により輸出拡大を図る。 

・新たな輸出国の開拓については、相手国の有望性や認定基準を満たすた

めの投資額や運用費用、経営の健全化を進めている滋賀食肉センターへ

の影響等を踏まえ総合的に判断しながら取組を進める。 
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（３）生産戦略 

ブランド振興に取り組んでいくためには、「定時・定量・定質」の生産体制

が重要であることから、平成 27 年度に策定する「滋賀県酪農・肉用牛生産近

代化計画書」に基づき、生産と肥育のバランスのとれた安定した生産基盤の

確立へ向けた取組を進める。 

①  目指すべき姿 

・経営内、あるいは地域内繁殖肥育一貫経営を推進し、生産と肥育のバラ

ンスのとれた、安定した「近江牛」の生産基盤が確立されている。   

   ・素牛自給率は 5 年後に、現在より 10 ポイントアップの 24％となってい

る。                                                          

・流通量確保に向け、生産基盤が拡大している。飼養頭数については、平

成 32 年度に、黒毛和種肥育牛は 14,000 頭（平成 26 年 12,165 頭）、繁

殖雌牛は 1,500 頭（平成 26 年 1,200 頭）とする。 

   ・消費者に信頼される、「安全・安心な近江牛」が食卓に届けられている。 

   ・耕畜連携による地域農業と結びついた生産がなされている。 

②  そのための方策 

◆生産基盤の確立 

・黒毛和種生産子牛頭数を増加するため繁殖雌牛の増頭に取り組むととも

に、酪農経営とも連携し、受精卵移植による黒毛和種子牛の生産増を図

る。 

・生産された子牛の哺育・育成施設としてのキャトルステーションの整備

を推進する。 

◆「安全・安心・高品質な近江牛」の生産管理 

・病気の少ない近江牛生産のため、飼養衛生管理基準遵守や、飼養管理・ 

 動物用医薬品の適正使用指導に取り組む。 

・「近江牛」の飼養方法をマニュアル化し、“安全・安心で高品質な「近江

牛」”生産管理体制整備に関係団体と連携しながら取り組む。  

 ・耕畜連携による、地元産飼料給与増に取り組む。 

＜現状と目標＞ 

 

 

 

 

 

 

   年 肥 育 牛 頭 数

（頭） 

繁 殖 雌 牛 頭 数

（頭） 

素牛自給率（％） 

平成 20 10,116 1,097 １３ 

平成 26(現状) 12,165 1,200 １４ 

平成 32（目標） 14,000 1,500 ２４ 
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６ さいごに 

 

 この戦略は、「近江牛」は滋賀県が誇る県民共有の財産であるという認識のも 

と、県が関係団体の意見を聴きながら策定したものである。外国産牛肉を含め 

た他産地との競争に打ち勝つため、県および関係団体がこの戦略の方向性を共 

有し、一体となって「近江牛」の更なる差別化を図り、「近江牛」ブランドを堅 

固たるものにするための取組を進める。 

 

 

 

 


